
私有道路敷受入に関する取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、私有道路敷（以下「私道」という。）を寄附採納により、道路法

（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）又は芦屋市法定外公共物管理

条例（平成１７年芦屋市条例第１６号）に基づき、市が管理する市道又は法定外公

共物に編入する場合について必要な事項を定めるものとする。 

（市道認定道路の採納認定基準） 

第２条 市道として認定しようとする道路は、一般交通の用に供する道路で、次に定

める要件を備えていなければならない。 

(1)  起点及び終点が法第３条に規定する道路（以下「公道」という。）に接している

こと。ただし、公園及び学校等の公共公益施設に通じる道路については、この限

りでない。 

(2)  道路有効幅員が４メートル以上であること。ただし、歩行者専用道路にあって

は、道路有効幅員が２メートル以上であること。 

 (3) 前号に定める道路有効幅員以外に、道路の両端又は片側に側溝等を有し、雨水

排水に支障がないこと。ただし、暗渠
きょ

排水である場合は、この限りでない。 

(4) 路面が良好で必要な支持力を有し、道路の管理に支障が生じていない状態であ

ること。 

(5) 道路の交差箇所は、原則として斜辺２メートル以上の隅切りがあること。 

(6) 橋 梁
りょう

部は、永久橋であり、かつ、占用許可等の継承ができるものであること。 

(7) 勾配は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）に準拠するものであること。 

(8) 下水道施設は、市の施設基準に合致していること。 

(9) 道路占用の許可基準（法第３３条に規定する道路の占用許可基準）に適合しな

い工作物、物件又は施設に占用されていないこと。 

(10) 不法占拠又は土地をめぐる紛争がないこと。 

(11) 境界が確定され、かつ、現地に境界明示杭等が設けられていること。 

(12) 抵当権、地役権及びその他の権利制限がなく、分筆登記がなされていること。 

２ 前項に定めた要件は、地形等により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限

りでない。 

（法定外公共物の採納認定基準） 

第３条 法定外公共物として認定しようとする道路は前条第２号から第１２号までに

定める要件のほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。 



(1) 起点又は終点が公道に接していること。ただし、公園、学校等の公共公益施設

に通じる道路については、この限りでない。 

(2) 道路延長が３５メートルを超える場合にあっては、芦屋市住みよいまちづくり

条例施行規則（平成１２年芦屋市規則第４７号）に定める基準に適合する回転広

場及び避難経路があること。ただし、歩行者専用道路にあっては、行止りでない

こと。 

(3) 道路延長が３５メートル未満の場合にあっては、道路有効幅員が６メートル以

上であること。 

(4) 私道沿いに５戸以上の戸建て住宅が現存すること。 

 （寄附の申出） 

第４条 私道を寄附しようとする者は、代表者を定め、当該私道の全ての所有者の道

路敷地寄附採納願（様式第１号）に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の

登記簿謄本及び公図の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

（採納の決定） 

第５条 市長は、前条の申出があったときには、速やかに当該申出の審査及び現地調

査を行った上、寄附採納の可否を決定するものとする。 

２ 前項の調査の結果、採納することを決定したときは、当該道路寄附申込者にその

旨を通知しなければならない。 

（承諾書等の提出） 

第６条 前条第２項の通知を受けた者は、当該私道の全ての所有者の登記原因証明情

報及び登記承諾書（様式第２号）に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の

登記簿謄本、公図の写し、土地所有者の印鑑証明書、同意書及び農地の場合には農

地転用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。 

（所有権の移転登記） 

第７条 市長は、前条の承諾書等の提出があったときは、速やかに所有権の移転登記

を行うものとする。 

（関係者への連絡） 

第８条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、寄附申出者及び関係課に必要な

事項を通知し、又は所定の手続を行うものとする。 

附 則 

この要領は、平成２０年１０月２１日から施行する。 


